
2025年 8月 1日 

第三管区海上保安本部 

中部電力株式会社 

中部電力パワーグリッド株式会社 

 

災害時の相互協力に関する協定の締結 

 

第三管区海上保安本部と中部電力株式会社及び中部電力パワーグリッド株式会社は、昨日、

各種災害発生時に円滑な相互協力を図ることを目的とする「第三管区海上保安本部と中部電

力株式会社及び中部電力パワーグリッド株式会社との災害時における相互協力に関する協

定」を締結しましたので、お知らせします。 

 

本協定に基づく相互協力により、第三管区海上保安本部は、台風・地震・津波等の各種災

害に起因し、道路が寸断された孤立地域で停電が発生した場合、停電復旧に必要となる中部

電力株式会社及び中部電力パワーグリッド株式会社の人員や資機材を第三管区海上保安本

部の巡視船艇により搬送します。また、中部電力株式会社及び中部電力パワーグリッド株式

会社は、第三管区海上保安本部の災害応急対策に必要となる施設、活動拠点等への電源供給

等を行います。 

三者は、こうした活動を迅速に行い、被災地の救援・復旧に繋げることで、地域社会に貢

献してまいります。 

 

【協定内容】 

 
 
 
 
 
 

電力研究会（名古屋）、エネルギー記者会（東京）、静岡県政記者会、掛川記者クラブ（静岡）にて 

同時資料配布しております。 



＜協定締結式の様子＞ 

 令和７年７月３１日、清水海上保安部で協定締結式を行いました。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


